
第1号様式(第2条関係)

長崎市議会議長

井上重久.様

政務活動費収支報告書

長崎市議会政務活動費の交付に関する条例第6条第1項の規定に基づき、

令和2年度政務活動費収支報告書を提出します。
/

倫0長崎市議会議員山口・まさよし
^ー.,:・李リ゜

令和3年4月 30日

＼
"



1 収入

2

政務活動費

支出

科

調査研究費

目

研

広

修

広

1β00,000

報

金

費

要請・陳情活動費

聴

費

額

/ 153,263

円

費

資料作成費

山口

議

/

資料購入費

携帯電話使用料・タプレッ"諾末通信

費、ガyりン代など

まさよし

費

/ 10,285

人

備

事

件

(単位:円)

務

考

ι

タクシー代
/

費

所

3

費

/

残額

添付書類

90ρ00

4

.

゛

新聞購読料など

/253,548

領収証等の証拠書類の写し

ノ

゛

/

1,546,452

i

ノ

円

/

会

A

計合



第2号様式(第4条関係)

令和2年度,

年月日

2020/4/15

2020/4/15

2020/4/1d

項

政務活動費

目

会派共通経費/
゛ノ

資料購入費/

/

金銭出納簿

政務活動費(150,000×6ケ月),

会派共通経費5,000×6ケ月(令和2年4月/
~令和2年9月分)

摘

政治経済新聞購読料(令和2年4月~令和
3年3月分)ソ

要

/

2020/5/25

巨^巨^巨^匝回

/4月分計

900,000

調査研究費/

山口まさよしノ

前月からの繰越金

ガソリン代(4月分)/

30,000

30,000

、

900,000

゛

870,000

2020/6/2

ーノ

840,000

2020/6/10'

2020/6/16

/5月分計

900,000

き。査研北費イ調査研究費ン

ー'

900,000

調査研究費'/

累

ずー'

資料購入費/

・十

前月からの繰越金

60,000

ガソリン代(4月分)/

60,000

携帯電話使用料・タブレット端末通信費(4月利
用分)y /'

Dイil0購読料(令和2年4月~令和3年3月発行
号i夏号オ火号く冬号K春号)ン

840,000

1,587
^

/

840,000

838,413

900,000

0
/'

J
i

1,587

6月分計

61,587

累 計

838,413

1,487

838,413

9,191

/

60,000

836,926

ーー

/

827,735

767,735

900,000

0 70,678

132,265 767,735

.

.



第2号様式(第4条関係)

令和2年度

年月日

2020/フ/16、

項

ノ

目

調査研究費◇

前月からの繰越金

金銭出納簿

携帯電話使用料・タブレット端末通信費(5月利
."ー

用分)/ノ

摘

2叱0/8/11

要

/

2020/8/1レ
/

/

/7月分計

/

調査研究費/

収入金額

/

調査研究費/

累

前月からの繰越金

支出金額

ガソリン代(明分y/

/

携帯電話使用料・タブレツト端末通信費(§月利
用分)シ/ノ/

山口まさよし

/ 9,189

差引残高

/767,735

/

2020/9/1d

確認欄

758.546

2020/9/3d

/

/ 8月分計

/

調査研究費/

900,000

/

ノ

0

/調査研究費/

/ 9,189

累

/141,454

・十

前月からの繰越金

欝雰専話使用料ノタブレ外端末通信写タヨ利

V〆

ガソリン代(7月分j

/758,546

、

3,031

ゾ

/7舶,546

、

..
ノ

9,194
J'゛

/755,515

/

46,321
J

/

/

900,000

0
r

_,J
J

12,225

ゾ

153,679

/

9月分計

ノ

ゾ

累

746,321

9,006
/

/

,/

/3,313

・十

/746,321

?37β15

/

J

734,002

ノ'
ノ

900'000

0 12,319

165,998 y 734,002
ノ

/
/

十
一
=
ロ

/
i

皇
.

ノ
ノ



第2号様式(第4条関係)

令和2年度 i

年月日

2020/10/1巨

2020/10/1

項

2020/10/12

目

ノ

調査研究費/

2020/10/15

i

2020/10/15

調査研究豊/

前月からの繰越金

金銭出納簿

広聴費◇

携帯電話使用料・タブレット端末通信費(8月利
用分)ンご/

政務活動費

摘

会派共通経費

ガソリン代(8月分)/

タクシー代(9月分)/

/
政務活動費(150,000×6ケ月)

要

/
会派共通経費5,000×6ケ夛(令和2年10月
~令和3年3月分)/

/,

咽.

収入金額

2020/1V20

2020/11/26

支出金額

^

/

/10月分計

調査研究費/

山口まさよし

差引残高

調査研究費

累

/

8,994

900,000

・十

前月からの繰越金

734,002

1,559

携帯電話使用料,タブレツト端末通信費(9月利
用分)"ノ

〆

確認欄

725,008

3,070

ガソリン代(9月分).ご

/

723,449

30,000

720β79

2020/12/10

1,620,379

2020/12/10

1,590,379

2020/12/巧

,/11月分計

900,000

調査研究費

1,800,000

累

/

調査研究費/

・十

前月からの繰越金

43,623

/

携帯電話使用料・タブレット端末通信費(伯月
利用分),"ノ

209.621

.

タクシー代(11月分)

ガソリン代(10月分)/

1,590,379

9,003
■゛

1,590,379

/

3,336

1,581β76

1,578,040

,12月分計

1,800,000

0

/

累

12,339

・十

221,960 1,578,040

8,998

1,578,040

/

1,170

1,569,042

/

1,720

1,567,872

/

1,566,152

/

1,800,000

0

/

11β88

233β48 1,566,152
______^ /

/
/

/

/
費聴広



'第2号様式(第4条関係)

令和2年度/

年月日

2021/1/1ぜ

、

2021/1/1才

項

2021/1/1ず

目

/調査研究費

広聴費
ノ

調査研究費'/

金銭出納簿

前月からの繰越金

/ タクシー代(12月分)

摘

携帯電話使用料・タブレツト端末通信費(Ⅱ月
利用分γ///'ン

ガソリン代(11月分)//

要

/
/

2021/2/1d

収入金額

/

、2021/2/16

支出金額

/1月分計

調査研究費

山口まさよし

調査研究費/

累

差引残高

3,250

ノノ

冒十

前月からの繰越金

/ 8,99β

/
ガソリン代(12月分yン

1,566,152

携帯電話使用料・タブレット端末通信費(12月
一

利用分)ン ¥ノ
//

■,184

ーー

確認欄

1,562,902

1,553,909

/

1,550,725

/

2021/3/5

/

/

2021/3/1◎

/

/

1,800,000

0

調査研究費/

2月分計

/ 15,427

調査研究費/

累

249275

計

前月からの繰越金

一

/
ガソリン代(1月分)//

イ,550,725

携帯電話使用料・タブレット端末通信費a月利
ノ用分ン

3,309

/1,550,725

/9,0リ

i

ノ

,ノ

1,547,416

/

1,538,402

/

/

ノ

^

/
/

1β00,000

0

3月分計

/12'323

累

/261,598

斗

゛

1,538,402

1,819

,/、9,000

/1'538,402

一

/

1,536,583

/

1,527,583

/

/

1,800,000

0 10,819

/
272,417

ノ

1,527,583

ノ



第2号様式(第4条閧係)

令和2年度/

年月白

2021/4/12

2021/4/1

項

2021/4 12

ノ

目

2021/4厄'0

ノ

調査研究費/

2021/'、30

調査研究費フ

ー゛

/広聴費

2021/4/30

前月からの繰越金

金銭出納簿

儒査研究費/

ガソリン代(2月分γ/

摘

◆ゑ査研究費/

.ノ

携帯電話使用料・タブレット端末通信費(2月利
/用分)ケ

/

調査寧究費、

タクシー代(3再分)チ/

携帯電話使串料・タブレツ"樹末通信費(3月利
用分y//

要

ガソリン代(3月分ン

会派共通経費戻入

/

収入金額

/

支出金額

/

山口まさよし

差引残高

1,901

/ 1.527,583

/8,992

ノ

/

/

確認欄

1,525,682

2.795

/ 8,992

1,516,690

ノ

/

/1,970

1,513,895

ーノ

ノ

-43,519

''

1,504,903

i

1,502,933

i
.J

.'ー
1,546,452

/

.i

/

/

4月分計

累 計 1,800,000

0 ー'i8β69

253,548 1,546,452 /

ノ

J

.
ノ



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

会派共通経費

支

令平口2年4月15日

払

30,000円

支出・先

会派共通経費 5,000円X6ケ月(令平吃年4月~令手吃年9月分)

伝

支出年月日

/

摘

ノ゛

ーノ

長崎市議会,明政クラブ
代表者一毎熊政直

要

/

/

令手吃年4月1'5日

山口

,ノ

まさよし

/

但し、令和2年4月~令和2年9月分の会派共通経費として上記の金額を

領収いたしました。

令和2年4月15日
ゾ

.

様

領収証

,

金 30,000円

ず

J"

長崎市議会明政クラブ

代表者毎熊政適還■

領収書添付

べ1
、」

票

票

容



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

資料購入費

令和2年4月16日

支

支出先

払

30,000円

/

政治経済新聞購読料(令禾配年4月~令平脇年3月分)

支出年月日

伝

摘

/

要

株式会社長崎政治経済新聞

/

/

t三1^す^^r,,丁^、^、,・

ノ

令手吃年4月16日

領
メ長珂ル峨会ご段途

収証少や1々害j

气
、

i、

/

内

現

訳

'"、ノ

金.額

小切手

金

手

'

形

消豊税額等(%)

J

■ノ

.

ゞ 1.P

,

"'ニー、-J-

0

様

δ'

NO

゛

領収書添付

、

^ーー.^.^.^ー^^^^§^:.^゛^冒.ー゛一巨"゛"、'.ー.^^゛ーー.ー^L」.

六西)0ユb

票

ノ
叉
.
、
凡
、
"
、

ユ

、
?
ユ L

票

罷
瞳

脳
讃

ヤ
,

粍
r
郁

卸
晴
繍、

V
、

ヘ

日

1

4
新
川

6

容

/ 町
勇

,
子
"

・
烏
士
.

市
1

保
式

貴
株

俊

少0

■
、
雫
.
■

旦

ヘ

/



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費

令和2年5月25日

支 払

1,587円

支出先

/

ガソリン代(4月分)

/

伝

ノ

支出年月日

/

摘

_"〆

株式会社ジェーシービー

/

要

令和2年5月25日

※領収金額5,334円中該当金額3,174円の2分の1、1,5釘円計上

ノ

.

貞

領収書添付

熊

票

票

容



第4号様式(第4条関係)

支

金

(内訳)

払

項

額

目

支払いの理由

及び内容

明

支払年月日

ガソリン代

5,334

支払先

(住所氏名)

/

円

て4月分)'、
.

領収書を徴し

得ない理由

株式会社ジェーシービー
/

゛゛

i

使用料金の支払いは、クレジットカード.を利用し、

口座からの引き落としにより行っている。この場合、

領収書はシステム上発行されない為、領収書の添付が

できない。

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のとおり支払ったことを証明します。

/

令和2年

長崎市会議員

調査研、究費
'/

5月

山口

25日
'

まさよし
''

N"ノ

書証

J
'
ん

日
'

52月5
/



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費

令手ヨ2年6月2日

支

/

ガソリン代(4月分)

払

1,487円

支出先

.i

伝

支出年月日

/

摘

ー〆

トヨタファイナンス株式会社

要

令禾吃年6月2日

/

※領収金額2,975円の2分の1、1,4釘円を計上

,ノ

/

'

'

,

領収書添付

票

票

容

、
仁
.
'



第4号様式.(第4条関係)

支

金

(内訳)

払

項

額

目

支払いの理由

及び内容

明

支払年月日

ガソ,りン代,(4月分)
r

2,975

支払・先

(住所氏名)

調・査

/

'

円

令和2年6月2日

/

究費

領収書を徴し

得ない理由

トヨタファイナンス株式会社

/

/

使用料金の支払いは、クレジッ'トカードを利用し、

口座からの引き落としにより行っている。この.場合、

領収書はジステム上発行されない為、.領収書の添付が

でき・.ない。

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のとおり支払ったことを証明します。

」

ノ

/

-J '

令和2年

長崎市会議員

6月 2
イ

i

日

'

書証

研
/

一
一

i
し口山



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費'

支

/

令手吃年6月10日・

払

支出先

9,191円

携帯電話使用料・タブレツト端末通信費(4月jリ用分)
/

伝

/

支出年貝日

/

摘

/

KDD1株式会社

要

令和2年6月10日

※領収金額 18,383円の2分の1、9,191円を計上

ノ

.'゛

i/

/

'

冒

霊

,

1

弓

領収書添付

票

票

容

、
卓
.
」

A



第4号様式(第4条関係)

'

支

金

(内'訳)

払

項

額

目

支払いの理由

及び内容

明 書

支払年月日

/

携帯電話使用料・'タブレット.端末通信費(4,月利用分)

18383

支払先

(住所氏名)

/

調査研究'.,'費

L

円

令和 2、年、6月ゾ 10日

6貝

山口

10 、日

KDD・1株式会社

領収書を徴し

得ない理由

一十

使用料金の支払いは、クレジッ.トカードを利用し、
口座力>らの引き落としにより行っtいる。.この場合、
領収書はジステム上発行されない為、領収書の添付が
できない。

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する'

.ノ

まさよし

上記のどおり支払ったことを証明します。

令和2年、、

ノ

長崎市会議員

U,'ー

ず

ゞ

証



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

資料購入費/

令和2年6月玲綜 /

支

60,000円/

支出先

D」田e購読料(令和2年4月~令和3年3月発行号、夏号、秋号、'冬号、春号)
// t "'/'/

払

支出年月日

伝

摘

、

イマジン出版株式会社

要

令手吃年6月16日

ず

/

i/

振替払込請求書兼受領証

裟

つ

'
゛、

楽

饗

イマジン出版株式会社

千:百

,

縦

迂僻払込

斜金加入
者負担

十:万:千

鼎

長崎県長崎市桜町2-35

長崎市議会明政クラブ

山口政嘉様ノ

/

百:十:円

冒ト^.●

語

02-06-16 /

長崎桜町
郵便局

(76295
、

N9ム,的0悦3

陥

この受領証は、大切に保答してください。

様

領収書添付

印

0 10 0

、

票

見
゛

゛
.

票

容

口
座
記
号
番
号

.
0
,
,
'

6¥

備
考

加
入
者
名

記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
は
、
そ
の
箇
所
に
訂
正
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

金
額

ご
依
頼
人

'
'

、
.
ー
:
、

'
,
. 料

金



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

価査研究費

支

冷和2年7月16日

払

支出先

/

携帯電話使用料・タブレッ融揣末通信費(5月利用分)

/

9,189円
/

伝

支出年月日

摘

ノ

KDD1株式会社

要

令和2年7月10日

※領収金額 18β79円の2分の1、9,189円を計上

/

/

'

゛

/

'

゛

領収書添付

票

票

容

A



第4号様式(第4条関係)

、

支

金

(内訳)

払

項

額

目

支払いの理由

及.ぴ内容

明 書

支払年月日

携帯電話使用料・タブレット端末通信費(5月利用分)

/

/

18,379

/調.査研究費

支払先

(住所氏名)

、

/

円

令和2年7月 10日/

ψ

KDD

領収書を徴し

得ない理由

1株式会社,

使用料金の支払.いは、クレジットカードを利用し、

口座からの引き落としにより行っている。・この場合、

領収書はシステム上発行されない為、領収書の添付が
,ー,

できない。

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のどお.り支払ったことを証明します。

令和2年

長崎市会議員 まさよしイ1^

、

/

7月

1」_10

10

"

証

〆
日



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

票

額

内

調査研究費

/令和2年8月Ⅱ日

支

/ 3,031円

払

支出先

ガソリン代,(6月分)

伝

支出年月日

摘

r

ノ

摘要欄へ記載

要

摘要欄へ記載

利用日

6月23日

※それぞれの領収金額、また政務活動費該当額の2分の1ずつを計上
/

※領収金額の内、政務活動費該当額は2,893円

6月1日

トヨタファイナンス株式会社

株式会社ジェーシービー

支出先

'

支出年月日

令和2年8月3日

ノ"'

゛

令禾配年8月れ日/

"

領収金額

.Z ¥3,170

/※¥4,553

支出金額

/ ¥1,585

¥1,446

/

i"

領収書添付

'.【

票

容



第4号様式(第4,条関係)

支

金

(内'訳)

払

項

額

目

支払いの理由

及・び内,容

明 書

支払年月日

/

ガソリ・ソ代,(6月分)

/

3,170

支'1ム.先

(住所氏名・)

調査,研究費

/

、

円

令和'2年8月3日.〆

'゛

領収書を徴し

得ない理由

トヨタファイナソス株式会社
/

使用料金の支払'いは、ク,レジット,カードを利用し、ノ

口座力、ら'の引き,落としにょり行ってぃる。この場合'

領収書はシステム上発行されない為、領収書の添付が

できない。

代わ.りに、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のとお.・り支払ったことを証明します。

/

令和2年

長崎市会議員

8 月 3 日

証

、
、、

岐
¥

.
'

ψ

〆
しよさま口山

ノ



第4号様式(第4条関係)

支

金

(内'訳)

払

項

額

目

支払いの理由

及び内容

明

支払年月日

ガソ'りン代.(6月)

4,553

支、・払...先

(住所氏名)

゛゛

、

/

円

令和 2.年8、'月1.1日

、

ψ

領収書を徴し

イ忌ない理由

株式会社ジ土ーシー'ビ」

゛"

'ーー

使用料金の支払いは、クレジヅ1力ードを利用し、

口座から.の引き落としに.よ'り.行っている。、この場合、

領収書はシステム上発行されない為、領収書の添付が

できない。

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のどおり支払ったことを証明します6

令和2年

長崎市会議員

調・亨'研・究'費

一ψ'

〆"C

8 '月

山口

n 日

、山'、
まさよし

/

書証



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費

支

令和2年8月Ⅱ日

/

払

支出先

,9,194円
i

携帯電話使用料・タブレッ"諾末通信費(6月、利用分)

伝

支出年月日

摘

/

要

KDD1株式会社

令和2年8月Ⅱ日

※領収金額玲,389円の2分の1、9,194円を計上
/

/

/
/

/

ノ

.

゛

'

領収書添付

ノイ1

票

票

容



、

第4号様式(第4条関係)

支

金

(内訳)

払

項

額

i'、"'・,

:寺

目

支払いの理由

及び内容

明 書

支払年月日

/

携帯.電話使用料・タブレッ,ト端末通信費(6月利用分)

18,389

/

調査研

支.払先

(住所氏名)

/

/

日

円

令和2年8月11日,

究費

1株式会社KDD

/

領収書を徴し

得ない理由

使用料金の支払ル"、は、クレジットカードを利用し、
口座からの引き落としにより行うている6 この場合、/
領収書はジステム上発行されない,為、領収書の添付が
できない。

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する。

/

上記のどおわ支払うたことを証明します。

令和2年

長崎市会議員

〆゛

まさよし

8 ・月

山口

Ⅱ

〆

証



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

〆調査研究費
//令和2年9月10日,

支 払

支出先

9,006円

携帯電話使用料・タブレット端末通信費(7月利用分)
/

/

伝

/

支出年月日

摘

y

KDD1株式会社
/

要

令和2年9月10日

※領収金額.18,012円の2分の1、9,006円を計上

/

ノ

領収書添付

.

,

'

弔

票

票

容

A



第4号様式(第4条関係)

十

支

金

(内訳)

払

項

額

証

目

支払いの理由

及び内容

明 書

支払年月旧

携帯電話使用料.'タ,ブレッ,ト端耒通信費..(7月利用分)

/

18,012

支払'.'先

(住所氏名)

/

調査研究七費

ノ
」

令和乞年9月10日/

円

ι

KDD1株式会社

領収書を徴し

得ない理由

使用料金の支払、、、は、'.クレジットカードを利用し、

口座がらの引き落としにより行うてぃる。この場合ご

領収書はシステム上発行されない為、領収書の添付が

でき.ない。

代わり'に、利用料の明細書を徴したので添付する。

〆

上記のとおり支払ったこ'とを証明します。

/

ノ

長崎市会議員

令和 2年9見 10日

/
i

A、

山口.まさよし'、凪y

J



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費

令和2年9月30日/

支 払

3,313円

支出先

ガソリン代(7月分)

/

伝

支出年月日

/

摘

摘要欄へ記載

要

摘要欄へ記載

利用日

7月13日

※それぞれの領収金額、また政務活動費該当額の2分の1ずつを計上

※領収金額の内、政務活動費該当額はみ000円

7月30日

ゾ トヨタファイナンス株式会社

株式会社ジェーシービー

支出先

'

/

支出年月日

令和2年9月2日

令和2年9月10日

'

領収金額

/¥3,626

※¥5β20

支.出金額

/

/¥1β13

/¥1,500

領収書添付

票

/

票

容

/



第4号様式(第4条関係)

支

金

納訳)

払

項

額

目

支払いの理由

及び内容

明

/

支払年月日

/

ガゾリ,ン代 jタフ月分)

3,626

支払先

(住所氏名)

/調査・、研究.費

/

令和2年9月2日

円

領収書を徴し

得ない理由

トヨタファ'イナンス株・式会社

/

使用料金の支払いはイクレジットカードを利用し、

口座からの引き落としによ'り行っている。この場合、

領収書はシステム上発行されない為、領収書の添付が

できない。

代わり忙、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のとおり支払ったこ・とを証明します。

長崎市会議員

令和2年9月2日

山口.生さよし(t金)

'"

害証

ル
態



第4号様式(第4条関係)

支

金

(内訳)

払

項

額

目

支払いの理由

及.び内容

明

ー,゛

支払年月旧

゛゛

〆

ガソリ.ソ代.・(7月分)

/

5320

支払先

(住所氏名)

調...査・研.究費

円

令和2年9月'10日

領収書を徴し

得ない理由

株式会社ジェーシービー
/

使用料金の支払いは、クレジットカードを利用し、

口座からの引き落としにより・行っているb この場合、

領収書はシステム土発行されない為、領収書の添付が

できない。..

代わりに.、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のとおり支払ったことを証明します。

長崎市会議員

令和 2年9月10日

山口.まさよし

書証

躍
、



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

/調査研究費

支

/令和2年10月12日

容

払

支.出先

8,994円

携帯電話使用料・タブレット端末通信費(8月利用分)
/

伝

支出年月日

摘

/

ノ

KDD1株式会社

要

/

令和2年10月12日

※領収金額 17,9誇円の2分の1、8,994円を計上
/

'

,

'

＼

.

,

領収書添付

票

票

、
f

'
゛



第4号様式・(第4条関係)

,、、

゛

支

金

(.内訳)

払

項

額

目

支払'いの理由

及び内容

明 書

支払年月日

/

携.帯電話使用料・'タ'ブンッ・ト端末通信費く8月,利用分)

1,フ,989

支・払'先

(住所氏名)

調

〆

令和乞年ユa月1之氏.'イ

査'研
/

円

KDD.・1,株式会社t

究・.費

領収書を徴し

得ない理由

使用料金の支払いはL クレジヅトカードを利用し、

口座からの引き落と,し'によ.り行っている。この場合、

領収書はシステム上発行さ,れない為、領収書の添付が

できな'い。 i

代わわに、利用料の明細書を徴したの・で添付する。

ノ

上記のとおり支払ったことを証明します。

J

、

i

、

長崎市会議員

,ノ'

令和2年

山口

10月・12日

J, J.、、、1

まさよし'鴫Ⅱ1ト,

i

証

'
.
゛



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

,調査研究費

一令和2年10月12日

支 払

1,559円

支出先

ガソリン代(8月分)
/

伝

支出年月日

摘

/

株式会社ジェーシービー

/

要

令和2年10月12日

※領収金額4,419円の内、該当金額3,119円ゐ2分の1、1,聞9円計上
/ /

'

毛

'

領収書添付

,

,

票

/

票

容

、
.
E

A
゛



第4号様式(第4条関係)

支

金

(,内訳)

払

項

額

目

支払'V.、の'理由

及び内容

明

J

書

支払年月旧

/

ガソリ・、,ソ代.(8月分)./

/

4,419

支.払先

(住所氏名)

調査'研'究費

/

山口まさよじ4生タ'"^ー゛'

円

令和2'年10月12日/

領収書を徴し

得な.い理由

株式会社シェーシービー

/

使用料金の支払いば、クレヅヅト,カードを利用し、

口座からの引き落としによ・り行っている。この場合、

領収書はシステム上発行されない為、領収書の添付が
できない。 i

代わりに、利用料の明細書を徴.し,たので添付する。

上記のとおり支払ったことを証明します。

/

J

D

/

長崎市会議員

令和 2年10月12日

証

入
ン



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

内

額

広聴費/

支出・先

令和2年10月12日/

支

J司

.、

支出年月日

3,070円

摘

タクシ」代四月分)ー

払

要

伝

日

長崎タクシー共同集金株式会社/

/

付

9月11日

※それぞれの領収金額の2分の1ずつを計上

令禾吃年10月12日/

時間

9月11日

17:50

20;36
と

茂木町~王島岡ノ

区

玉島町~茂木町

間 利

意見交換会ノ

1

用

意見交換会ビ

山口

目

領収証 (入金)

的

政嘉

ノ

゛

支出先

/

長崎タクシー
共同集金繍

(注)

1.本領収証は金額を訂王したもの及び
社印なきものは無効で寸,
チケツト御利削の際は*故防止の為2

剥・金上円付を感Cirご記.人'Fさい,

領収金額

/

2020年〕、0月12日

¥2,860

支出金額

¥3,280

'く

¥,1,430
/

^●,

¥1,640

上記の金額正に領収致じました。

但し、

十八親和銀行

/

運J

勘

〒850・帽能長崎市出'島町12番20号

毎冒長崎タクシー共同集金薪

¥. ******ホ6,1'40

/2中之074

2020年

長崎市役所

預金口座振替

お代表(09励附5一川91

代衷取締役四元永比

9月分/

/

r-'

、

支店

領収書添付

,A'f
'

.
甲票

噛
゛

票

印
紙
税
申
告
紬
一

]
、
・
-
L
^
、
七
气
^
^
.
一

一
]
リ
一
」
寸
&
畢
可
一

容

"
1
一
、
考
■
^
土
り
W
^

[
 
1
.
ー

罷
嵯
タ
ク

ン
ー
苗
肩

番
揣
竃

雷
和
塑
髪

.
'



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

会派共通経費,

令和2年10月15日,ンー

支

支出先

払

30,000円'/

会派共通経費、,000×6ケ月(令手吃年'10月.凡令和3年3月分)

支出年月日

伝

摘要

/

長崎市議会
代表者

言

/

令和2年10月巧日 i

明政クラブ・イ
毎熊政直ι

山口.まさよし様

毎熊・政直芦シ
'.＼{tty

/

1-',、

但し、令和2年.10月~令和3年3月.分の会派.共通経費'と
領収いたしました。

令和 2年10月15日

/

領収書添付

i

領収証

〒

金

/

30 0.0'0'円

、

じて上記の金額を

'゛

長崎市議会

代表者

.

、

明政クラブ/

票

票

'
/

容



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費

支

令和2年Ⅱ月20日

払

支出先

9,003円

/

携帯電話使用料・タブレット端末通信費四月利用分)
/

伝

支出年月日

摘

ノ

KDD1株式会社

要

令和2年Ⅱ月10日

※領収金額 18,006円の2分の1、9,003円を計上
"'/"/

'

.

'

.

領収書添付

票

票

容

、
K門

゛



第4号様式(第4条関係)

.

支

金

(内訳)

、

払

項

額

目

支払いの理由

及び内容

明

支払年月日

携帯電話使用*イiタ.ブ.レ.ツド端末通信費W月利用分)

18006

支'.'払先

(住所氏名)

調査',研・X究,費/

/

J〆

/

、

円

、

1株式会社/KDD

'領収書を徴・.し

得ない理由

/

/

使用料金の支払いは、ウレジットカードを利用し、

口座からの引き落としにより行っている。・この場合、

領収書はシステム上発行されない為、.,領収書、の添付が

できない。

代わ'りに、利用萪の明細言を徴し・た,ので添付する6

上記のとおり,支払ったことを証明します。

〆'

長崎市会議員

令和 2年'.11'月.}9日
電+■^■

山口まさよし".ゞ

/

i

書証

日
ゞ

01月1ー
/

＼
ー



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費

令手吃年Ⅱ月20日/

支 払

3,336円

支出先

/

ガソリン代四月分)

伝

支出年月日

領収書・添付

/

摘

/
株式会社ジェーシービー

要

令手配年11月10日

※領収金額9,0ヲ円の内、該当金額6,673円の2分の1、3,336円計上

'

t

'

声

,

、』

票

票

ノ
'

容

、
モ

』



第4号様式(第4条関係)

ノ

支

金

(内'.訳)

払

項

額

,'支払'いの理由

及び内容

目

明 書

支払年月'日

/

ガソリソ代四月分)

支払"先

(住所氏名)

/調・査・研究・,費

令和 2年11月10日

/

領収書を徴じ

得ない理由

株式会社ジェーシービー

/

,

/

使用料金の支払いはイクレジットカ」.ドを利用し、

口座からの引き落とじにより行っ,ている。・'この場合、

領収書はシステム上発行さ.れない為、.領収書の添付が

できない。

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のどおり支払ったことを証明します。

ノ

〆

/

胸長崎市会議員

令和 2年.1'1'月10 目
ー〆

山口まさ.よし

ー
ノ

円
/

証



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費

支

令和2年12月10日

払

支出先

8,998円

携帯電話使用料・タブレット端末通信費(10月利用分)
/.

/

伝

支出年月日

摘

/

要

KDD1株式会社

令禾吃年12月10日

※領収金額 17,996円の2分の1、8,998円を計上
/

/

1

/

'

司

'

領収書添付

べ輩

票

票

容



第4号様式(第4条関係)

、

支

金

(内'訳)

払

項

額

昌

支払V.、の.理由

及び内容

明

'

書

支払年月日

・・','.・/・".,ー./
携帯電話使用料ンタブ'レット端末通信費、(10月利用分)

、

17.,996

支"手ム..先

(住所氏名)

調査研究.費

ず

'

円

令和2年12月10日

KDD.,1株式会社

領収書を徴し

得ない理由

.〆

/

使用料金の支払い'は、クレジットカ「'ドを利用・しゞ

口座からの引き落としにより行っている。この場合、

領収書ばシステム上発行されない為、領収書の添付が

でき,ない。
ノ

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する・。

上記のどおり'支払ったことを証明します。

i

長崎市会議員

〆

令和2年12月10日
'J

/

山口まさよし
一

^■■

証



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

内

額

広聴費・

支.出先

令和2年12月10日

支

支出年月日

摘

1,170円

払

タクシー代Q1月分)/

要

利用日

伝

長崎タクシー共同集金株式会社/

11月17日

/

/

※領収金額の2分の1を計上

時間

令平吃年12月10日

20:56

区

樺島町~茂木町ノ

'.ニイ
',

間

"J

利用目的

意見交換会/

山口

領収証 (入金)

支出先

政嘉

゛

/

支出年月日

令和2年12月10日

(注)
1,本領収証は金額を訂擇{た!、小及ひ

社印なきものは無効'C'十
2.チケッド御*川}(ハ際{ミ宇',臣"玲,ど、ハ、

料金と"付を必・」、
゛フ.・' 1、: 、

、Ⅱ ri一「 i、直゛

領収金額

2020年12月10

¥2.340

支出金額

様

日/

¥1,170

上記の金額正に領取致しました。

但し、

十八親和銀行 支店

司^.●

NO

.ノ

¥,

〒850'0862 長崎市出島町12番20号

毎珂長崎タクシー共同集金饗

領収書添付

*******2リ340

7292074

.

2020年11月分

霞代衷(095) 825-4191

代表取締役四元永注

,預金口座振替

/

長崎市役所

需需〒語
菱薮肩ク

/

票

見
゛

ノ
、
補

グ
金

タ
集

崎
同

長
共

票

0
氏
隣
申
告
内
一

付
に
付
窪
崎
.

税
務
署
承
認
済

容

,
゛

'
一

§
 
r
1
乢

ヘ



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

郁査研究費

一令和2年12月15日

支

/1,720円

払

支出先

/ガソリン代(10月分)

伝

支出年月日

摘

株式会社ジェーシービー

要

令和2年12月10日

※領収金額6,130円の内、該当金額3,440円ゐ2分の1、1,720円計上
"γ'、'/""

/

/

'

田

貞

,

領収書添付

票

票

容

七



第4号様式(第4条関係)

支

金

(内.訳)

払

項

額

目

支払いの理由

及.び内容

ノ

明 書

支払年月日

ガソリン代(10月分)

6,130

支.払,,'先

(住所氏名)

調査、研'究.費

/

1

円

令和2年12月10日'/

/

料ミ王ミ会;ネ士.ジ.エージービー

領収害を徴し

得ない理由

/

ξ

/

乢

使用料金の支払いは、クレジットカードを利用し、

口座か'らの引き.落と・.しにより行っている'この場合・、
.、、

領収書ばシステム上発行されない為、'・'領収.書の添付が

できナよい6
/

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のとおり.支払うたことを証明します。
/

長崎市会議員

令和2年12月10昂_、

山口まさよ.し・鄭"'

証



'

第3号様式(第4条馴剰

項

起

金

目

内

額

広聴費

支出先

令和3年1月12日

支

支出年児日

/

摘

3,250円

払

タクシー代(12月分)

要

利用日

邑

伝

長崎タクシー共同集金株式会社

12月11日

,ノ

/

※領収金額の2分の1を計上

令手脇年1月12日

12月11日

時間

/

18:00

/

区

茂木町~立山

21:21 桜町~茂木町

間 利用目的

意見交換会
ーノ

意見交換会

山口

領収証 (入金)

支出.先

.

長崎タクシー
共同集金制

政嘉

/

、

支出年月日

一

/

令手口3年1月12日
..゛

(注)

本領収誠は金額を訂正したもの及び
社印なきものは無効で寸。
チケ,ソト御利川の際は事敏酷止の捻
判・令と E付を必才こ'兇入下さい。

,

領収金額

2021 午 1月'1.2日

/

'

/¥3,740

J

/¥2,760

支出金額

様

ノ¥1.870

^■^^^^^」^^■■^^

,ノ¥1,380

上記の金額正に領収致しました。

イ旦し、

十八親'和銀行

チ颪金

NO

〒850-0馴辺長崎市出島町!2番20号

廼男.長崎タクシー共同集金顎

¥. *水Hok>k*>1、6.」 500

7292074

2020年

富代表(〔勘励

代表取締役

12月分

長崎市役所

口座振替

ーーーー^^^^.^^^■一ーー^^^

H2:)ー'1191

四元永生

需需〒語
塑糒苗タ
笈蓑周ク

、

支店

弐
紙
})ι
劇ヨ

領収書添付

票

票

容

卞
1
1
一
 
t
 
-

^
^
ノ
襲
^
^
、
ル
^
、

2



第3号様式(第4条閧係)

項

起

金

目

額

内

蘭査研究費

支

1

'令手口3年1月12日 /

払

支出先

8,993円

携帯電話使用料・タブレット端末通信費,(11月,利用分)
/

伝

支出年月日

摘

KDD1株式会社

要

令和3年1月12日

.

※領収金額 17,986円の2分の1、8,9船円を計上

領収書添付

/

^ 1

'

゛

貞

.

票

票

容

.



第4号様式(第4条関係)

支

金

(内'訳)

払

項

額

・正

目

支払いの理由

及び内容

明 書

支払年月日

/

携帯電話使用料才タブレ.ツト端末通信掌(Ⅱ夛禾U用分)

/

17986

支払先

(住所氏名)

調査 研究費/

山口

f

令和 3・年1.月1子ン日

円

[株式会社KDD
=/

領収書を徴し

得ない理由

/

/

使用料金の支払いは、クレジットカードを利用し、

口座からの引き落としによ・り.行っている。この場合、

領収書はシステム上.発行されない為、領収書の添付が

できない。

上記のとおり支払ったことを証明します。

.,ー

代わ.りに、利用料の明細書を徴したので添付する・

長崎市会議員

/

、令和 3年1月1才日

御まさよン'



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

冒

額

内

鯛査研究費

令和3年1月14日

支

/3,184円

払

支'出先

/

ガソリン代(11月分)

/

伝

支出年月日

/

/

摘

摘要欄へ記載

要

摘要欄へ記載

利用日

11月7日

11月30日

※それぞれの領収金額、また政務活動費該当額の2分の1ずつを計上

※領収金額の内、政務活動費該当額は3,332円

〆
トヨタファイナンス株式会社

〆 株式会社ジェーシービー

支出先

'

支出年月日

令和3年1月4日'/

令和3年1月12日

貞

領収金額

/

¥3,036

※¥8β92

支出金額

/¥1,518

/¥1,666

領収書添付

票

票

容

、
輩

人
゛



翠

第4号様式(第4条関係)

支

(内.訳)

金

払

畠

項

額

L

目

支払いの理由

及び内容

明

支払年月日

/

ガソリン代'才11jレ分)

/

J

支払先

(住所氏名)

3,036円

調"査研.究費

令和3ラ' 1月、ナ日

、

領収書を徴し

得ない理由

トヨタ,カオナ*う株式会y

使用料金の支払いは、クレジットカ]ドを利用し、

口座からの引き落としにより行っている。この場合イ

領収書はシステム.上発行されない為、領収書の添付が

できない・。

上記のとおり支払ったことを証明します。

0

/

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する

長崎市会議員

令和3年1月 4.日

書正=

/
、

し
/

よ口



゛

第4号様式(第4条関係)

支

(内..訳)

金

払

項

尋

額

目

支払いの理由

及び内容

明

支払年月日

ガソ・り'ソ代, ai夕分)

支払・先

(住所氏名)

8892円

、、

調、"査'.'研,究.'・費

令和 3年" 1月.'.12日
',

領収書を徴し

得ない理由

株式会社ジエ丁シー.ヒン

、

ノ

/

/

使用料金の支払いは、ク.レジッ.トカ←ドを利用し、

口座からの引き落としにより行っている。この場合、

領収書はシステム上発行されない為・、領収書の添付が

できない。

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する。

/

上記のとおり支払うたこと.を証明します、

0

、

長崎市会議員
+.ー"

令和3年1月12日
/

山口まさよし
/

i-

胸

書証



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費・

令手船年2月10日

支 払

3,309.円

支出先

/

ガソリン代a2月分)

/

伝

支出年月日

/

摘

摘要欄へ記載

要

摘要欄へ記載

利用日

12月15日

※それぞれの領収金額、また政務活動費該当額の2分の1ずつを計上

※領収金額の内、政務活動費該当額は3,063円

12月30日

トヨタファイナンス株式会社

株式会社ジ'ーシービフ

支出先

'

゛

支出年月日

令和3年2月2日

令和3年2月10日

,

領収金額

/

/

/※¥8β63

¥3,556

支出金額

ノ

¥1,フ78

/¥1,531

領収書添付

AI

票

票

容



'

第4号様式(第4条関係)

、

支

金

(内、'訳)

払

暑

額

目

支払・いの理由

及び内容

明 書

支払年月日

/

/

ガソリyfシー'(1.2,・分)

3郭6

支払'先

(住所氏名)

,

円

令和シ年2・ヨ三a

領収書を徴し

得ない理由

、

トヨタ.子,プイナンス株式会少

使用料金の支払いほ、ク,レジット.力」ドを利用し、

口座からの引き落としにより行っている。この場合、

領収書はシステム上発行されない為、領収書の添付が

できない。

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のとおり支払ったことを証明します。

0

゛

調査.,,研'究,費

長崎市会議員

令和3年2月2旧

ゞ1J)'、
山口まさよレミ、印1",.'

証

項 <



'

第4号様式.(第4条関係)

支

金

(内訳)

払

司

項

額

目

支払いの理由

及び内容

明

支払年月日

/

1.- f

/

ガソリソ代(12.月分)

8,863

支・払先
(住所氏名)

調"・..査'.研究費

円

令和3年'..、2 河10,日

、

.

おk手ミ会トネ主S/"エー」;t/、,ビ^

領収書を徴し

得ない理由

、

,

使用料金、の支払.いはゞ・クレジットカードを羽」用.し、
口座からの'引きf落ど.しによ.り行っている。.この場合、

領収書はシ.ステ,ム上発行さ、れない為、領収書の添付が

できナよ、ゞ。

代わり・・に、、利,用料の明細書を徴したので添付する。

、

上記のとおり支払うたことを証明,します。

"

1、

C.、

」

、

と

長崎市会議員

令和3年2月10日

'、

山口まさよし L延;ン
'^.ー+■■

、

叉'

ノ'1

書証

二

コ
ノ



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費

支

令和3年2月IQe /

払

支出先

9,014円

携帯電話使用料・タブレッM揣末通信費(12月利用分)
/

伝

支出年月日

摘

KDD1株式会社/

要

/

令矛那年2月10日

※領収金額 18,029円の2分の1、9,014円を計上

/

'

.

'

領収書添付

票

票

容

A
゛



゛

,

第4'号様式(第4条関係)

支

金

(門.訳)

払

醒

項

額

,目

支払いの理由

及び内容

明

i

書

支払年月日

/

携帯電話使用料2,ブ,レ"ト端末通信費'(12月利用加

18029

支払先

(住所氏名)

ア、和3年2月10戈

円

KDD I,k式会社/

領.収書を徴し

得ない理由

、

/

使用料金の支払いは、クレ.ジットカ,'」ドを利用し、

ロ・座からの引き落、としにょり行っでいる。'との場合、

領収書はシステム上発行されない為、領収書の添付が

できない。

代わりに、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のとおり支払ったことを証明します。

調査'研究・・:珍

長崎市会議員

/
令和3年2月19・日イ,・・/

山口まさよし
^

i
ず

ノ
,

証

/



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

刷§査研究費

伶禾脇年3月5日

支 払

1β19円

支出先

ガソリン代(1月分)

伝

ノ

支出年月日

y

摘

トヨタファイナンス株式会社

要

/

令和3年3月2日

※領収金額 3,638円の2分の1、1,819円計上
/

.

゛

ι

.

,

領収書添付

へ盛

票

票

容



'

第4号様式(第,4条関係)

支

金

(内.訳)

払

項

尋

額

目

支払い.の理由

及び内容

明

支払年月日

/

ガソリソイシ(1月タ)

3638

支.払・先

(住所氏名)

調査研究費/

円

令和 3・年,3月2ヅ

、

゛

領収書を徴し

得ない理由

ト●タ,,イナソ洲式会少

、

使用料金の支払いは、クレジットカードを利.用し.、

口座からの引き落としにより行'つている・。この場合、

領収書はシステム上発行さ.れない為、領収書.の添付,が

で、きない。

上記の、とおり支払ったことを証明します。

代わりに、利用料の明細書を徴・したので添付する。'

長崎市会議員

令和 3年3月.・2.日
i '゛f

書証

、
、
ーし

〆
よさま口



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費

支

令手脇年3月10日

払

支出先

バ),000円

携帯電話使用料・タブレッM諾末通信費(1月利用分)
/

ノ

伝

支出年月貝

摘

KDD1株式会社

要

領収書添付

令和3年3月10日

※領収金額 18,001円の2分の1、9,000円を計上

.

゛

肱

票

票

容

A



'

第4・号様式(第4条関係)

金

(内 1.訳)

払

促

項

額

目

支払いの,理.由

及び内容十

明

1

,

f

支払年月'日●'・1

じン

携帯電話使用料!タ.、ブレヅ,.ト'端求通信費(1'月利用分)

、、

18io01

、

支払先

(住所氏名)

、

、

:、

円

KDD・.1株弐会社

'

領収書を徴L

得ない理由

、L

ゞ」

、

使用料釡、の支払い'は、"クしヅヅト,カ'〒ド.を利用1し゛'
'.ニ゛

口座か.らの、引ぎ落どし1二は'り.行づて'U.、る1。、.'ごの場合、
: J 、"'

領収書は・・システ,ム上発行されない為、領収書・の添付・が
巨、

できない。
J

代わり'に、'利用,料・の明細書を徴しナこので添付する'

、

上記のとおり支払った.ことを証明します。

二

,"、

勇

0

:.§、イエ;、93C
1 ,」.ヨ

〆L

JI

¥'凡1ξよ

イ

'」

÷、'罫・「、
、,.」',、1.【」

1-゛

ノ..、」
才調 1'、査t・1研".究・贊i

令和 3・年

山口

、/

"、

3月10.'日

論ル偽

1

i

.

一

J .J

、、

製

」
i"

『'ー

、

長崎市会議員

ノ

、

書

,
・
ゾ

一

証

r
■
「
゛
」

＼
支

■
冒一

一
.
.

1
 
■
、
.
、

、
,
一
.

0
〆

月
■
'3ロ

、
、

令



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費

令和3年4月12日

支 払

1,901円

/

ガソリン代(2月分)

支出先

/

伝

支出年月日

/

摘

株式会社ジェーシービー

要

/

令平脇年4月12日

※領収金額6,662円の内、該当金額3,802円の2分の1、1,901円計上
//

/ /

/

ノ

/

气駁

.

'

領収書添付

票

票

容



第4号様式(第4条関係)

支

金

(内.訳)

払

項

額

目

支払いの理由

及び内容

明

、

書

支払年月日

'

ガソリン代(2月分)

/

払先

(住所氏名)

調'査

ノ

、

円 /

領収書を徴し

イ尋なV.、理由

株式会社.ジェーシービー

/

費

/

/

使用料金の支.払いは、.クレジットカヤドを利用しイ
口座からのヲ.1き.落とい.こより行っている。'この場合、

領収書.はシス.テム上発行されない為、領収書の添付が

できないb

゛代わりに、・利用料の明細書を徴したので添付する。

/

上記Qどおり支払ったこ,とを証明します。

1

/

長崎市会議員

'、'1

令和3年4月12日

山口まさよし

ノ

/

i"

2
,
6

/

証

究研
〆

ノ
,
、

日21月
/
4

.
冒



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

調査研究費

支

令和3年4月12日 'ノ

払

/

携帯電話使用料・タブレット端末通信費(2月利用分)
//

支出先

8,992円/

伝

支出年月日

摘

KDD1株式会社

要

令和3年4月12日/

※領収金額 17,9舗円の2分の1、8,9能円を計上

/

.

/

■゛

4

/

,

領収書添付

票

ノ
/

票

容

、
電ヘ



第4号様式(第4条関係)

支

(内訳)

金

払

項

額

目

支払いの理由

及び内容

明

iJ'

書

支払年月日

/

イ

携帯電話使用料・,タ・ブレット端末通信費(2月利用分)
ノ/

支払・先

(住所氏名)

17,9舗円

まさよし

/

調・'査,研究費

12

.

日

令和3年・4月12日

ノ

KDD1株式会社

領収書を徴し

得ない理由

/

/

使用料金の支払いは、ク.レジツトタードを利用し、
口座からの引き落としにより行っている。この場合、

領収書はシステム上発行されない為、領収書の添付が

できな'い。

代わりに、'利用料の明細書を徴したので添付する。

上記四とおり支払ったことを証明します。

/

、

長崎市会議員

/令和3年

山口
ノ

ノ

月

証

/
4



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

内

額

広聴費,

/令和3年4月12日

支出先

支

支出年月日

/2,795円

ノ

タクシー代(3月分)

摘

払

要

/ -y

長崎タクシー共伺集金株式会社/

伝

日 付

3月12日

/ /

※領収金額の2分の1ずつを計上

時間

令和3年4月12日ノ

3月13目

,乞1:30

/

'ー"'」ーー'ーリ,^^,'岡'^'、-T田闇..イ',、、.^'T^ーノ〒^ー.、ー^ー.ーー^ー、ーー^h冒一..^.』一.』^、^...,一岬..^ーー..、.ー.ー

桜町~茂木町'

10:リ

区

キム{11

1

茂木町~桜町/

間

20 N9 000018

コ0コ1年4月

,『"〒^'ー..巨.

利

意見交換会/

用

意見交換会ご

目 的

1ユ日

ノ
!

△頁

支・出先

.゛
1

長崎タクシ「
共同集金繍

金額

収

現金・小切手(亟秒1・手形

、ーーー『一、ーー、ーー^^^『.ーー「^_..^""」ヤ「闇一^,^冒,『.^.^、^.-U.ー、ー...ー,.゛.ー.ーー

領収金額

但し、

/

1亜西】'長崎タク、一共同集金株式会社ミ会§ゞ部
長崎市出島町12番20号.ノ,」_田

TEL(095)825-4191 /ン轡';§ゞ卿

¥2、620

¥2,970

支出金額

註①本領収証は余額を訂正したもの及び社印係印なきものは無効でございます。
②チケット御利用の際は事故防止のため料金と日付は必ずご記入下さい。

得意先NO

上記の金額領収致しました

,ノ
¥1,310、,

LL 口

729之

/¥1,48巨.・

ら

.゛

51910

.

074

/

.ノ

'

様

工

→一「見■,,^^^、「^■.^、^.^^■一一■^...■巨.

領収書添付

コ父〒
■'

票

1

入
紙

一

票文正

ー
.
ー
ー
ー
、
ー
ー
ー
ー
ー
」
ー
ー
ー

票

書

容

,
.

収
印



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

/調査研究費/

/令和3年4月30日,

支 払

支出先

8,992円

ノ

携帯電話使用料・タブレッ"噐末通信費(3月利用分)/

/

伝

支出年月日

摘

/

長崎市議会議員山口まさよし

要

/ノ

令手鳴年4月30日

※領収金額 17,9舗円の2分の1、8,99乞角を計上。
実際の支払日は5月10日であるが、収支報告書の提出期日以降の支払いとなる
ため、事前に該当金額8,992円を議員に交付するものとする。,

/

/
/

.

ノ

゛

ι

領収 添付

票

/

票

容

書

4
 
C
三

』
'



第4号様式(第4条関係)

ノ

支

金

(内、.訳)

払

項

額

目

支払U、の理由

及び内容

明

支払年月.日

/

携帯電話使用料・タブレツト端末通信費(3月利用分)

17,985

/.調査研.究'費

支'1ム・.先

(住所氏名)

/

令和3年5月'11qe

円

ノ

/

KDD'1株式会社 /

領収書を,徴し

1昇ない理由

/

/

使用料金の支払いは、クレジットカードを利用し、

口座からの引き落'とじにより行っている。'この場合、

領収書はシス,テム上発行されない為、領収書の添付が

できない。

代わり、に、'利用料の明細書を徴したので添付する。

/

(予定)

上記のとおり支払っだことを証明.します。

'

/

'

長崎市会議員

_ノ

令和3年4月30日/

山口まさよし'、
//

書証



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

/調査研究費/

令和3年4月30日/

支

/

払

1,970円//

支出先

ガソリン代(3月分イ/

伝

支出年月日

摘

長崎市議会議員山口まさよし

要

※領収金額6,760円ゐ内の政務活動費該当分3,940角の2分の1、1,970円を計上。

令和3年4月30日ノ

※実際の支払日は5グ,10日二ぞあるが、収支報告書の提出期日以降の支払いとなる
ため、・事前に該当金額1,9四円を議員に交付するもの。

/

/

'

゛

ナ

.,

,

領・収

、ー、トJ

添付

票

票

容

書



第4号様式(第4条関係)

支

金

(内訳)

払

項

額

目

支払いの理由

及び内.容

明 書

支払年月日

ガソリ・ソ代(3月、分)

676

1支'手ム'先

(住所氏名)

<

円

、

(予定)."/令和3年5月 10 りオ

i

研.'1究"費

/

領収書を徴し

得なV.、理由

株式会社ジ午ーシー・ビー
/

r

/

/

使用料金の支払いは、クレジットカードを利用い

口座からの引き落としにより行うている。との場合、

領収書.はシステム上発行.されない為、、領収書の添付が

できない。

代わ'りに、利用料の明細書を徴したので添付する。

上記のとおり支払うたととを証明します。

'

/

長崎市会議員

/令和 3年4月.30日

/

/

証

査
/

調

御よさま口



第3号様式(第4条関係)

項

起

金

目

額

内

/会派共通経費/

令和3年4月30日/

支

/-43,519円/

支出先

払

会派共通経費戻入

支出年月日

伝

摘

長崎市議会.明政クラブ
代表者毎熊政直

要

令和3年4月30日

/

/

/

/

'

.

気

領収書・添付

ε〔

票

票

容


